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決
算

財政公表
平成１９年度

　

「
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全

化
に
関
す
る
法
律
」
が
平
成　

年
６

１９

月
に
公
布
さ
れ
、
各
自
治
体
は
財
政

の
健
全
化
に
関
す
る
比
率
を
公
表
す

る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
制
度
で
は
、
一
般
会
計
に
公

営
企
業
会
計
や
第
三
セ
ク
タ
ー
な
ど

も
含
め
て
、
財
政
の
健
全
度
を
判
断

し
ま
す
。
各
指
標
の
基
準
数
値
を
超

え
た
場
合
に
は
、
自
主
努
力
で
改
善

す
る
「
早
期
健
全
化
団
体
」、
ま
た
は

国
等
の
関
与
が
あ
る
「
財
政
再
生
団

体
」
と
し
て
、
財
政
の
健
全
化
・
再

生
を
図
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

市
の
数
値
は
、
現
在
い
ず
れ
も
基

準
以
下
と
な
っ
て
い
ま
す
。
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市
の
財
政
状
況
を
チ
ェ
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新
し
い
法
律
に
よ
る
指
標
の
公
表

（財政健全化法）対象会計等区　　　分

将
来
負
担
比
率

実
質
公
債
費
比
率

連
結
実
質
赤
字
比
率

実
質
赤
字
比
率

一般会計

一
般
会
計
等

一般会計

地
方
公
共
団
体

へき地診療所特別会計

特別会計

養護老人ホーム特別会計

軽費老人ホーム特別会計

住宅新築資金等貸付事業特別会計

農業振興施設事業特別会計

畑地かんがい事業特別会計

国民健康保険特別会計

公
営
事
業
会
計

老人保健特別会計

介護保険特別会計

資
金
不
足
比
率

水道事業特別会計
法適用公

営
企
業
会
計

国民健康保険成羽病院事業会計

簡易水道事業特別会計

法非適用
下水道事業特別会計

浄化槽事業特別会計

地域開発事業特別会計

高梁地域事務組合

一部事務組合・ 
広域連合

岡山県市町村総合事務組合

岡山県後期高齢者医療広域連合

岡山県市町村税整理組合

岡山県広域水道企業団

高梁市土地開発公社

地方公社・ 
第三セクター等

�成羽振興公社

�成羽町美術振興財団

�夢ファーム有漢

資金不足比率 健全化判断比率

経   営
健全化
基   準

市  の
比  率

特別会計の名称

２０.０ ―水 道 事 業

２０.０ ―国民健康保険成羽病院事業

２０.０ ―簡 易 水 道 事 業

２０.０ ―下 水 道 事 業

２０.０ ―浄 化 槽 事 業

２０.０ １５.７ 地 域 開 発 事 業

財政
再生
基準

早　期
健全化
基　準

市の
比率

内　　容指　　標

２０.０ １２.８１ ―
一般会計等の実質
赤字額の標準財政
規模に対する比率

実質赤字比率

３０.０ １７.８１ ―

全会計を対象とし
た実質赤字額の標
準財政規模に対す
る比率

連結実質赤字比率

３５.０ ２５.０ ２０.６ 

一般会計等が負担
する元利償還金お
よび準元利償還金
の標準財政規模に
対する比率

実質公債費比率

―３５０.０ １２８.４ 

一般会計等が将来
負担すべき実質的
な負債の標準財政
規模に対する比率

将来負担比率

＊ 資金不足比率の「―」は資金不足比率が発生していない
　 ことを表す。

公営企業会計ごとの資金不足額の事業規模に対する比率

* 実質赤字比率・連結実質赤字比率の「―」は黒字を表す。

＜高梁市の指標の範囲＞

（％）
（％）
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税務課・保険課からのお願い

市税等の納期内納付にご協力を
　

市
税
や
保
険
料
は
、
市
民
の
皆
さ

ん
の
住
み
よ
い
暮
ら
し
を
支
え
る

た
め
の
大
切
な
財
源
で
す
。

　

し
か
し
滞
納
が
あ
る
と
、
そ
の
財

源
が
確
保
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
ま

た
、
本
来
は
不
要
で
あ
る
滞
納
整
理

の
た
め
の
経
費
等
も
発
生
し
、
納
期

限
ま
で
に
納
付
さ
れ
た
皆
さ
ん
の

不
利
益
に
も
な
り
ま
す
。

　

平
成　

年
度
決
算
で
は
滞
納
額

１９

が
、
３
億
６
２
７
５
万
円
と
な
っ
て

い
ま
す
。
納
付
義
務
者
の
公
平
性
や

大
切
な
財
源
の
確
保
の
た
め
、
市
税

等
の
納
期
内
納
付
に
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

 
市
税
等
を
滞
納
す
る
と

　

納
期
限
ま
で
に
市
税
等
の
納
付

が
な
く　

日
を
経
過
し
た
場
合
は
、

２０

「
督
促
状
」
を
発
送
し
ま
す
。

　

発
送
後
は
、
本
来
の
税
（
料
）
額

に
、
督
促
手
数
料
１
０
０
円
を
加
算

し
て
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

ま
た
、
納
期
限
ま
で
に
納
付
さ
れ

た
人
と
の
公
平
性
を
保
つ
た
め
、

「
延
滞
金
」
も
合
わ
せ
て
納
め
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

※
延
滞
金
は
、
滞
納
さ
れ
て
い
る
税

（
料
）額
を
完
納
す
る
ま
で
加
算
さ

れ
て
い
き
ま
す
。

 
さ
ら
に
滞
納
を
続
け
る
と

　

滞
納
が
続
く
場
合
に
は
、
納
付
義

務
者
の
公
平
性
、
ま
た
大
切
な
財
源

の
確
保
の
た
め
、
滞
納
整
理
（
滞
納

処
分
）
に
着
手
し
ま
す
。

�
催
告

　

督
促
状
を
送
付
し
て
も
納
付
が

な
い
場
合
は
、
文
書
や
電
話
、
自
宅
・

勤
務
先
へ
の
訪
問
等
を
行
い
、
納
付

を
促
し
ま
す
。

�
財
産
調
査

　

催
告
し
て
も
納
付
が
な
い
場
合

や
分
割
納
付
の
約
束
が
守
ら
れ
な

い
場
合
に
は
、
納
付
義
務
者
の
財
産

調
査
や
訪
問
に
よ
る
実
地
調
査
等

を
行
い
ま
す
。

�
差
押
え

　

調
査
に
よ
り
財
産
が
あ
る
こ
と

が
判
明
し
た
場
合
は
、
納
付
義
務
者

の
財
産
を
差
し
押
え
ま
す
（
表
①
参

照
）。

�
専
門
機
関
へ
の
徴
収
委
託

　

高
額
滞
納
や
納
付
意
識
が
低
い

案
件
等
に
つ
い
て
は
、
滞
納
整
理
の

専
門
機
関
で
あ
る「
岡
山
県
市
町
村

税
整
理
組
合
」　

へ
徴
収
業
務
を
委

（注）

託
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
（
平
成　
１９

年
度
委
託
件
数
は　

件
）。

３９

　

な
お
、
督
促
手
数
料
、
延
滞
金
、

滞
納
処
分
等
は
、
各
税（
料
）目
の
関

係
法
令
で
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の

で
す
。

　

県
下　

市
町
村
で
構
成
す
る
一
部

（注）

２３

事
務
組
合
（
地
方
自
治
法
に
基
づ
き
設

立
さ
れ
た
地
方
公
共
団
体
の
組
合
）。

 
納
付
相
談
の
ご
案
内

　

納
期
限
ま
で
に
市
税
等
を
納
付

で
き
な
い
場
合
や
、
滞
納
し
て
い
る

市
税
等
を
一
度
に
納
付
で
き
な
い

場
合
は
、
必
ず
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

事
情
等
を
お
聞
き
し
、
分
割
納
付

等
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

▽
相
談
場
所

各
税（
料
）目
の
担
当
課

▽
相
談
時
間

開
庁
日
の
午
前
８
時　

分
〜
午
後

３０

５
時　

分
１５

▽
持
参
物

・
印
鑑

・
口
座
振
替
に
よ
る
分
割
納
付
を
希

望
さ
れ
る
人
は
預
金
通
帳
と
通
帳
印

※
「　

月
の
納
税
」
に
つ
い
て
は
、

１２

　

ペ
ー
ジ
「
情
報
コ
ー
ナ
ー
」
を
ご

２２覧
く
だ
さ
い
。

件 数内　　　　容

７給 与

債　
　

権

２４所得税還付金

２生 命 保 険

１国 保 療 養 費

２預 貯 金

５不　　動　　産

４１計

担　当　課市税等の税 ( 料 ) 目

税務課収税係
（��０２１５）

◆市民税・県民税
◆固定資産税・都市計画税
◆軽自動車税
◆国民健康保険税
◆介護保険料

保険課健康保険係
（��０２５８）　

◆後期高齢者医療保険料

表① 19年度の差押え内訳


